
【平成３０年度】※国の法令改正に伴い変更になる場合があります。 

 

幼稚園・認定こども園（１号認定）の保育料について 

 

安来市長 近藤宏樹   

（ 子ども未来課 ）   

  

  

保育料の決定は年２回あります。４月～８月分は前年度の市民税額、９月～３月分は 

当年度の市民税額に基づいて保育料が決まります。 

平成３０年度４月～８月分の保育料 平成３０年度９月～３月分の保育料 

平成２９年度の市民税額に基づき算定 平成３０年度の市民税額に基づき算定 

※平成２９年度の市民税額は平成２８年１月～１２月の、平成３０年度の市民税額は 

平成２９年１月～１２月の収入等に基づいて決まります。 

 

 

１ 原則、父母の市民税額の合計で算定します。ただし、父母の収入が合計で１２０万円より

少ない場合は、同居の祖父母等の市民税額を合算して算定します。（「同居」とは住民票上、

別世帯となっていても、同一敷地内または隣接する敷地に居住している場合も含みます。） 

 

２ 市民税額は、税務課の税情報を閲覧・確認させていただき、決定します。ただし、転入

者や未申告により課税状況が把握できない場合、税額が確認できるまでは最高階層の保育

料とさせていただきますので、課税証明書等の提出や税金の申告を忘れずにしてください。 

 

３ ８月以前と９月以降で保育料が変更となる場合がありますが、その場合は４月にさかの

ぼっての変更にはなりません。 

 

４ 保育料を滞納した場合は法令に基づき、督促状・催告書を送付します。 

なお、督促状・催告書によっても納付がない場合は、法令に基づき地方税の滞納処分の

例により財産調査（所得・給料等）のうえ、差押え等の滞納処分を行います。 

 

 

 

 

 

 

                    【お問い合わせ先】 

                      子ども未来課 電話２３－３２１３ 

２３－３２１４ 

 

 



【平成３０年度】※国の法令改正に伴い変更になる場合があります。 

幼稚園・認定こども園（１号認定）の保育料 利用者負担額表 

 

 安来市内の幼稚園・認定こども園 

            （単位：円） 

支給認定保護者の属する世帯の階層区分 
利用者負担額 

(月額) 

階層 

区分 
定義 

認定区分 

（1号認定） 

第1 生活保護世帯等 0 

第2 

第1階層を除き、

市町村民税課税

額が次の区分に

該当する世帯 

市町村民税 

所得割非課税

世帯 

ひとり親世帯等 0 

上記以外の世帯 3,000 

第3 

 

市町村民税 

所得割課税額 

77,100円以下 

の世帯 

ひとり親世帯等 3,000 

上記以外の世帯 8,000 

第4 

市町村民税 

所得割課税額 

77,101円以上 

の世帯 

ひとり親世帯等 7,000 

上記以外の世帯 8,000 

 

備 考  

１．利用者負担額を算定する税額は、税額控除（調整控除を除く配当控除、外国税額控除、住宅借

入金特別控除、寄付金控除等）を適用しませんので、実際の税額と異なる場合があります。 

２．ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯または障害者手帳等の交付をうけている同居家族がいる世帯です。 

３. 同一世帯において満３歳から小学校第３学年までの児童が２人以上の場合は、第２階層におい

てはそのうちの最年長の児童は全額、２番目に年長の児童は半額、３番目以降の児童は無料とし、

第３階層及び第４階層においてはそのうちの最年長及び２番目に年長の児童は全額、３番目以降

の児童は無料とします。 

４．前項にかかわらず、第２階層においては第２子以降は無料、第３階層のひとり親世帯等におい

ては第２子以降は無料とし、第３階層のひとり親世帯等以外の世帯においては第２子は5,050円、

第３子以降の児童は無料とします。 

５．第３子以降の３歳児はこの表の額から１／４軽減した額（100円未満は切り捨て）を適用します。ま

た、市町村民税所得割額が 77,101 円未満の世帯の第２子の３歳児は算出した額から１／４軽減

した額（100 円未満は切り捨て）を適用します。 

６．月の途中の入退園の場合は、該当する月の保育日数により日割り計算とし、10 円未満は切捨て

るものとします。 

 

 

 



【平成３０年度】※国の法令改正に伴い変更になる場合があります。 

幼稚園・認定こども園（１号認定）の保育料 利用者負担額表 

 

安来市外の幼稚園・認定こども園   

              （単位：円） 

支給認定保護者の属する世帯の階層区分 
利用者負担額 

(月額) 

階層 

区分 
定義 

認定区分 

（1号認定） 

第1 生活保護世帯等 0 

第2 

第1階層を除き、

市町村民税課税

額が次の区分に

該当する世帯 

市町村民税 

所得割非課税

世帯 

ひとり親世帯等 0 

上記以外の世帯 3,000 

第3 

市町村民税 

所得割課税額 

77,100円以下 

ひとり親世帯等 3,000 

上記以外の世帯 10,100 

第4 
市町村民税所得割課税額 

211,200円以下 
20,500 

第5 
市町村民税所得割課税額 

211,201円以上 
25,700 

 

備 考  

１．利用者負担額を算定する税額は、税額控除（調整控除を除く配当控除、外国税額控除、住宅借

入金特別控除、寄付金控除等）を適用しませんので、実際の税額と異なる場合があります。 

２．ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯または障害者手帳等の交付をうけている同居家族がいる世帯です。 

３. 同一世帯において満３歳から小学校第３学年までの児童が２人以上の場合は、そのうちの最年

長の児童は全額、２番目に年長の児童は半額、３番目以降の児童は無料とします。 

４．前項にかかわらず、第２階層においては第２子以降は無料、第３階層のひとり親世帯等におい

ては第２子以降は無料とし、第３階層のひとり親世帯等以外の世帯においては第２子は半額、第

３子以降の児童は無料とします。 

５．第３子以降の３歳児は算出した額から１／４軽減した額（100 円未満は切り捨て）を適用します。

また、市町村民税所得割額が 77,101 円未満の世帯の第２子の３歳児は算出した額から１／４軽

減した額（100 円未満は切り捨て）を適用します。 

６．月の途中の入退園の場合は、該当する月の保育日数により日割り計算とし、10 円未満は切捨て

るものとします。 

 


